
新 し い N I S A が 始 ま る！
平成28年から未成年者のＮ

ニ ー サ
ＩＳＡ口座開設が可能となります。

（平成28年１月から申込み受付開始、４月より投資可能）

……… ジ ュ ニ ア ＮＩＳ Ａ の 開 始………

❶ �子どもの将来に向けた資産運用のための制度
❷  日本に住む0～19歳の未成年者が口座開設できます�

（親権者等が代理で資産運用を行うことができます）

❸  投資上限額は、毎年80万円まで（5年間で最大400万円）

❹  非課税期間はＮＩＳＡと同じ、投資した年から５年間
❺  投資額からの収益（売却益・配当等）はもちろん非課税
❻  20歳以降は自動的にＮＩＳＡ口座が開設されます

金融庁／ＮＩＳＡ推進・連絡協議会

ジュニア
ＮＩＳＡの
ポイント

詳しくは裏面へ

ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）ってなに？
毎年100万円までの投資額から得られる収益（売却益・配当等）は非課税となる制度です。

制度対象者  20歳以上の日本国内在住者　 非課税期間  投資した年から５年間
投資上限額  年間100万円まで　※平成28年１月より120万円に拡大します。

非課税対象  上場株式、公募株式投資信託などの売却益や配当等　※預貯金や債券（公社債等）は対象となりません。

子どもの将来のために
すこしずつでも資産を
準備しておきたいわ

18歳までは払出しが
できないけど、子どもの
将来に向けた資産づくり
にはぴったりだ

子どもにも社会や
お金のことについて
勉強してもらう
きっかけになるしね

0歳からの
未成年者でも
NISA口座を
開設することが
できるんだって

毎年80万円
まで投資できて
5年間は非課税

ジュニアNISAができるらしいぞ！

いいかもしれない
ジュニアNISA

かわいい孫たちに
資産を残して
あげたいわ



投資可能期間
平成28年４月から平成35年まで
※平成35年末以降、当初の非課税期間（5年間）の満了を迎えても一定の金額までは、20歳になるまで引き続き非課税で保有できます。

運 用 管 理
原則として、親権者等が未成年者のために代理して運用を行う。18歳（注１）までは原則として払出しを行わない（注２）

（注１） ３月31日時点で18歳である年の１月１日以降（例：高校３年生の１月以降）
（注２） 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能

金融庁／ＮＩＳＡ推進・連絡協議会

お子様やお孫様の長期（最長20年）にわたる資産形成のため
の制度です。お子様やお孫様の将来に向けて、分散・長期投
資など投資の基本を正しく理解してご活用ください。

■ジュニアＮＩＳＡのイメージ

・�口座開設者が18歳（注１）になるまでに、ジュニアＮＩＳＡ口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対し
て課税され、ジュニアＮＩＳＡ口座を廃止することになります。（注２）
��（注１）�３月31日時点で18歳である年の１月１日以降（例：高校３年生の１月以降）
��（注２）�災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能（このときもジュニアＮＩＳＡ口座を廃止することになります。）

・ジュニアＮＩＳＡ口座は、１人１口座。
・ジュニアＮＩＳＡ口座開設後は、金融機関の変更ができません。（廃止後の再開設は可能です。）
・�ジュニアＮＩＳＡ口座において投資できる金融商品や受けられるサービスは各金融機関によって異なりますの
で、ジュニアＮＩＳＡ口座申込みの際の金融機関の選択に当たってはよくご検討ください。
・�収益（売却益・配当等）が発生しても非課税となりますが、損失が発生してもその�
損失はないものとみなされます。（損益通算や損失の繰越控除はできません。）

注意点

口座開設の方法など…
詳しくはこちら！

｠

投資信託・
株式等

親権者等が
未成年者のために
代理して
運用を行う。

子・孫等

¥

ＮＩＳＡ
ジュニアＮＩＳＡ口座

20歳18歳０歳
（注2）途中での払出しは原則として行わない。

払出す場合は、過去の利益に対して課税されます。

18歳以降（注1）は、
払出しが可能となります。

20歳以降は
自動的に
ＮＩＳＡ口座が
開設されます。

資金拠出
（年間80万円まで）

払出し制限

お子様の将来に向けた長期投資

親権者等

親・祖父母等 ※ジュニアＮＩＳＡの資金は、親や祖父母等からの贈与に
　限定されるものではありません。


